
事　業　項　目 実　施　内　容

１．会議の開催 次の会議を開催し、組合の発展を図る。

(1)総代会［平成23年5月、平成24年2月、その他随時］

(2)理事会 ［平成23年5月、平成23年9月、平成24年2月、その他随時］

(3)支部実務担当責任者会議［平成24年2月］

(4)ブロック別実務担当者会議［平成23年6月～7月］

２．共済契約加入促進 平成21年7月1日の事業規約改正により、1000倍補償を1500倍補償としたこと

に伴い、引き続きＢ型火災共済を重点にして、特別加入促進を継続する。

(1)加入促進説明会等の実施［随　時］

(2)加入促進説明会への職員の派遣等［随　時］

(3)加入促進説明会の助成［随　時］

(4)加入促進に対する報奨［随　時］

３．組合員に対する教 次の事業を実施し、組合員に対する教育広報宣伝を推進する。

　  育・広報及び支援 (1)火災予防ポスター図案の募集及び配布〔平成23年5月～10月〕

　  活動 (2)防火防災に関する作文の募集及び文集の作成〔平成23年5月～11月〕

(3)消防団（組合員）の活動支援としての防災活動車の交付［平成24年2月］

４．共済会基盤整備 次の事業を実施し、共済会の基盤整備を図る。

　  事業 (1)当共済会の職域である消防団の増員支援［随　時］

(2)都道府県支部の事務手続等の整備［随　時］
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